
栄養成分表示

食品単位は、100ｇ、
100ｍｌ、１食分、１包装、
その他の１単位の
いずれかを表示します。

必ず「栄養成分表示」
と表示します。

熱量及び栄養成分
の項目の表示の
順番は決まって
います。

具体的な表示の例

クッキー

栄養成分表示
（１枚当たり）

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

25kcal
0.3g
1.1g
3.5g
0.04g

食品関連事業者の皆様

表示される値は
分析のほか、
計算等によって
求めた値を表示
することが可能
です。
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一般用加工食品には

栄養成分表示が義務付けられています。

平成27年4月1日から義務表示になっています
栄 養 成 分 表 示 を 行 っ て い ま す か ？

【令和４年５月】



栄養成分表示

◎ 必ずしも表示をする必要はありません。

食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示値の許容差の範囲
内にあれば、「推定値」等の表示は必要ありません。

ただし、表示された一定の値について、許容差の範囲を超える可能性がある
場合は、「推定値」等を表示する必要があります。この場合、値を設定した根
拠資料を保管し、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの
文言を栄養成分表示に近接した場所に表示する必要があります。

なお、下限値及び上限値で表示する場合は、「推定値」等で表示することは
できません。

【令和４年５月】

栄養成分表示の方法について詳しく分かる資料はありますか？

データーベース等から計算して得た値を表示する場合に、「推定値」
又は「この表示値は、目安です。」の表示は必要ですか？

表示する値を求める際、必ず分析する必要がありますか？

◎ 必ずしも分析する必要はありません。

日本食品標準成分表（文部科学省 科学技術・学術審議会資源調査分科会
報告）等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて、表示す
る値を求めることも可能です。

ただし、栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）をする場合や栄養機能
食品の場合は、食品表示基準で定められた方法により得られた値を表示し
なければなりません。

◎ 詳しくは、消費者庁ウェブサイトに掲げる次の資料を御覧ください。
 リーフレット

「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示」

ガイドライン

「＜事業者向け＞食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」

平成27年4月1日から義務表示になっています
栄 養 成 分 表 示 を 行 っ て い ま す か ？

食品関連事業者の皆様からよくある質問

消費者庁食品表示企画課保健表示室 東京都千代田区霞が関３-１-１ 中央合同庁舎第４号館６Ｆ
TEL ０３-３５０７-８８００（代表） FAX ０３-３５０７-９２９２
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/


